
大学院学生研究集会開催支援金 謝金・旅費資料 

 

謝金金額算出表（「国立大学法人大阪大学謝金単価表」より作成） 

 

事     項 単   価  （円） 内      容 所得税法・税率 

講演謝金 一般講演（１時間） 12,000 ・「○○について」等の演題に

ついての講演を学外者、本学

教職員に依頼し支払う謝礼  

204 条+復興特

別所得税 

10.21% 

 
ゲストスピーカー 7,000 

※ﾉｰﾍﾞﾙ賞、文化勲章等受賞な

ど、特に顕著な業績を有する者に

対しては実状を勘案し算出する。 

非居住者 

（外国人等）  

 

20.42% 

  

指導・助言謝金 

  

学外者（１時間） 7,000 ・講演会、セミナー等で、受講

者からの質疑に対する指導・

助言を依頼し支払う謝礼 

204 条+復興特

別所得税 

10.21% 

  
学内者（１時間） 3,500 

通訳謝金 逐次通訳（１時間） 6,250 ・通訳を依頼し支払う謝礼。 204 条+復興特

別所得税 

10.21% 

   同時通訳（１日） 100,000   

※通常、講演に対する謝金は「一般講演」として考えてください。 

※質疑応答・ディスカッションの時間への謝金は「指導・助言謝金」になります。 

※講師に対して実際に支払われる金額は、上記の金額から所得税分を引いた金額になります。 

 

 

旅費金額算出表（「大阪大学旅費支給要領 第２章・別表１（国内旅費）」より作成） 

 

区  分 教職員等 学生 

鉄  道  賃 

運     賃 

急 行 料 金 

座席指定料金 

 特別急行料金は片道 100ｋｍ以上、普通急行料金

は片道 50ｋｍ以上の場合にのみ支払い。 

航  空  賃 普 通 席 

船 

賃 

３階級以上に運賃等級を区分する路線 最上級の直近下位の級 

２階級に運賃等級を区分する路線 上      級 

運賃等級を設けない路線 乗船に要する運賃 

バ ス 運 賃 乗車に要する運賃 

日      当 2,400 1,700  

宿  泊  料 11,400 8,200 

近距離（50km圏内）旅費の日当 850 

※基本的に、大学の教員・非常勤講師・団体職員等を講師に呼ぶ場合は「教職員等」として考えてください。 

※近距離の他市町村から大阪大学に来る場合は、鉄道運賃は支給されず、近距離旅費の日当（850 円）のみ

が支給されます。学生の場合は学割運賃を適用すること。 

※講師に対して実際に支払われる金額は、所得税分（税率は謝金算出表参照）を引いた金額になります。 


